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函館市規則第４号 

   函館市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則 

 函館市児童福祉法施行細則（平成１７年函館市規則第８２号）の一部

を次のように改正する。 

 第６条の２第１項中「別記第７号様式の２」を「市長が別に定める様

式」に改め，同条第２項中「別記第７号様式の３の」を「市長が別に定

める」に改める。 

 第６条の３第１項中「別記第７号様式の４」を「市長が別に定める様

式」に改め，同条第２項中「別記第７号様式の５の」および「別記第７

号様式の６の」を「市長が別に定める」に改め，同条第３項中「別記第

７号様式の７」を「市長が別に定める様式」に改める。 

 第６条の４第１項中「別記第７号様式の８の」を「市長が別に定める」 

に改める。 

第６条の５第１項中「別記第７号様式の９」を「市長が別に定める様

式」に改める。 

 第６条の６第１項中「別記第７号様式の１０の」を「市長が別に定め

る」に改め，同条第２項中「別記第７号様式の１０」を「前項」に改め

る。 

 第６条の７中「別記第７号様式の１１の」を「市長が別に定める」に

改める。 

 第６条の８第１項中「別記第７号様式の１２」を「市長が別に定める

様式」に改め，同条第２項中「別記第７号様式の１３の」を「市長が別

に定める」に改める。 

 第６条の９第１項中「別記第７号様式の１４の」を「市長が別に定め

る」に改める。 



 

 

第６条の１０第１項中「別記第７号様式の１５」を「市長が別に定め

る様式」に改め，同条第２項中「別記第７号様式の１６の」を「市長が 

別に定める」に改める。 

第６条の１１第１項中「別記第７号様式の１７」を「別記第７号様式

の２」に改め，同条第２項中「別記第７号様式の１８」を「別記第７号

様式の３」に，「別記第７号様式の１９」を「別記第７号様式の４」に 

改め，同条第３項中「別記第７号様式の２０」を「別記第７号様式の５」 

に，「別記第７号様式の２１」を「別記第７号様式の６」に改め，同条

第４項中「別記第７号様式の２２」を「別記第７号様式の７」に，「別

記第７号様式の２３」を「別記第７号様式の８」に改める。 

第６条の１２第１項中「別記第７号様式の２４」を「市長が別に定め

る様式」に改め，同条第２項中「別記第７号様式の２５の」を「市長が

別に定める」に改め，同条第３項中「別記第７号様式の２６の」を「市

長が別に定める」に改め，同条第４項中「別記第７号様式の２５」を「

第２項」に改め，同条第５項中「別記第７号様式の２７の」を「市長が

別に定める」に改め，同条第６項中「別記第７号様式の２８の」を「市

長が別に定める」に改める。 

 別記第７号様式の２から別記第７号様式の１６までを削り，別記第７

号様式の１７を別記第７号様式の２とし，別記第７号様式の１８から別

記第７号様式の２３までを１５様式ずつ繰り上げる。 

 別記第７号様式の２４から別記第７号様式の２８までを削る。 

   附 則 

１ この規則は，令和８年３月２日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に改正前の別記第７号様式の２，別記第７号

様式の４，別記第７号様式の１０，別記第７号様式の１２，別記第７

号様式の１５および別記第７号様式の２４の規定に基づき提出されて

いる申請書ならびに改正前の別記第７号様式の７および別記第７号様

式の８の規定に基づき交付されている受給者証は，改正後の函館市児

童福祉法施行細則の相当規定により提出された申請書および同規則の

相当規定により交付された受給者証とみなす。 


